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集合住宅におけるコミュニティ組織の形成の促進に関する条例施行規則 

平成20年６月27日 

規則第59号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、集合住宅におけるコミュニティ組織の形成の促進に関する条例（平成20年条例第２号。以

下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。 

（連絡担当者の選任を要する集合住宅） 

第３条 条例第10条第１項に規定する規則で定める集合住宅は、次に掲げる集合住宅とする。 

(1) 住戸の数が15戸以上の集合住宅 

(2) 一団の土地その他これに準ずるものとして市長が認める土地の区域内に建築される複数の集合住宅につい

て、それぞれの住戸の数の合計数が15戸以上である場合の当該複数の集合住宅 

（連絡担当者の選任の届出） 

第４条 条例第10条第１項の規定による届出は、集合住宅のコミュニティ担当者届出書（別記様式）により行う

ものとする。 

（雑則） 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成20年10月１日から施行する。 
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